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※ 収集日の朝７時までに不燃物置場に出してください。

〈収集の対象となる古着・古布類の例〉
○ 衣服 ○ 毛糸の衣類
○ タオル ○ 毛布
○ 敷布 ○ カーテン
○ 和服、帯
○ 合成繊維の衣類
（綿入りの衣類は、可燃ごみ）

〈ごみの出し方〉
○ 濡れたもの、汚れたものは回収できませんので、洗濯し
て乾かしてから出してください。

○ ボタンなどの付属品は取り除く必要はありません。その
まま出してください。

○ 透明又は白の半透明の袋で出してください。（段ボールや
紙袋に入れないでください。）

○ 雨などで濡れた場合は回収できませんので袋の口をしっ
かりと結んで出してください。

〈古着・古布類をリサイクルすると…〉

国内や海外で中古衣料と
してそのまま利用されたり、
工業用の雑巾、毛布、洋服
生地、軍手などとして再利
用されます。

１２月の松前町１世帯あたりのごみ排出量

（１２月末現在 １２，０９５世帯 ３１，６１４人）
家庭から出るごみの量を意識し、ごみを減らす生活にご協力ください。
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次の粗大ごみの日は

２月２０日
（日）です。

地域で決められた場所に午前７時
までに出しましょう。
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